
第３期豊富町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）意見募集要領 
令和８年１月３０日 

 
１．計画等の案の名称 
 第３期豊富町まち・ひと・しごと創生総合戦略（案） 

 
２．計画等の案の入手方法 
（１）豊富町ホームページ 
（２）豊富町役場総務課での閲覧 

 
３．意見等の募集期間 
 令和８年１月３０日（金）～令和８年２月１８日（水） 

 
４．意見等の提出方法及び提出先 
（１）郵便     〒０９８－４１１０ 天塩郡豊富町大通６丁目 
          豊富町総務課地域振興室地域振興係 
（２）ファクシミリ ０１６２－８２－２８０６ 
（３）電子メール  soumuka@town.toyotomi.hokkaido.jp 

 
５．意見募集結果の公表時期 
 提出された意見については、意見に対する考え方とともに、令和８年２月下旬を目

途に豊富町ホームページで意見に対する町の回答を公表します。 
 なお、意見募集結果の公表は「２．計画等の案の入手方法」に準じて行います。 

 
６．その他 
（１）意見の提出にあたっては、様式は任意としますが日本語で記載をお願いします。 
（２）意見の提出にあたっては、必ず住所、氏名（団体の名称）を記載してください。

これらの明記されていないものは受付できませんので、ご了承ください。 
  なお、意見を提出された方の住所、氏名（団体の名称）を公表することは 

ありません。 
（３）提出された意見に対する個別の回答は行いません。 

 
 

【お問い合わせ先】           
豊富町総務課地域振興室地域振興係   
電話 ０１６２－８２－１００６    


